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「介護サービス情報公表システム」に係る年次処理の実行について（通知） 

 

平素から、介護保険制度の適正な運営に、ご理解とご協力を頂き感謝申し上げます。 

さて、「介護サービス情報公表システム」は、「利用者が介護サービスや事業所・施設を比較・検討して

適切に選ぶための情報を都道府県が提供する仕組み」として平成１８年４月に施行された介護サービス

情報公表制度に基づき、厚生労働省が構築・運用し都道府県で公表等の事務を行っており、本県において

も、例年、年度当初にホームページで別添計画を公示し、運用しているところです。 

この度、次のとおりシステムの年次処理を実行することとなりましたので、対応を要する事業所・施設

におかれましてはご留意いただきますと共に、今年度報告を行っていない事業所・施設におかれまして

は、年次処理実行後に必ずご報告いただきますよう、お願いいたします。 

 

１ 概  要 

「計画年度」を更新します。現在、「２０２３年度」と表示されている部分が「２０２４年度」に

切り替わります。 

本作業前後で、下表のとおり引き継がれる内容と引き継がれないおそれがある内容がございます

ので、ご承知おきください。 

引き継がれる内容 引き継がれないおそれがある内容 

・報告済の「情報公表の担当者の連絡先」 

・報告済の「緊急時の担当者の連絡先」 

・報告済の報告内容 

・未報告の「情報公表の担当者の連絡先」 

・未報告の「緊急時の担当者の連絡先」 

・未報告の報告内容 

 

２ 実行日時 

令和 ７年 １月 ６日（月） 

 

３ 対応を要する事業所・施設 

「一時保存」、「記入した内容をチェックして登録する」等により下書きのみが済んでいる状態で、

「提出する」ボタンを押下しておらず未報告の報告内容がある事業所・施設 

※「提出する」ボタンを押下済で、公表がされていない事業所・施設におかれましては、現在審査中

のため対応は不要です。 

介護サービス振興担当 白川 

ＴＥＬ ０５５－２２３－１４５５ 

ＦＡＸ ０５５－２２３－１４６９ 



令和 ６年度山梨県介護サービス情報公表計画 

 

 

 

介護保険法（平成 ９年法律第１２３号）第１１５条の３５に規定する「介護サービ

ス情報の公表」制度の施行のため、介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）第

３７条の２の３の規定等に基づき、令和 ６年度の公表計画を次のとおり定める。 

 

 

 

１ 計画の基準日 

令和 ６年 ４月 １日 

 

２ 計画の期間 

令和 ６年 ４月 １日から令和 ７年 ３月３１日 

 

３ 報告の対象となる介護サービス事業者 

（１） 計画の基準日前の１年間において、介護報酬の支払いを受けた金額が１００万円

を超える事業所のうち別紙に定めるサービスを提供する事業者 

 

（２） 新たに介護サービスの提供を開始しようとする事業所のうち別紙に定める 

サービスを提供する事業者 

 

４ 報告の提出先及び提出期限 

（１） 報告の提出先 

「介護サービス情報公表システム」により、山梨県へ報告する。 

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/houkoku/19/ 

 

（２） 報告の提出期限及び公表を行う月 

事業所開設後、県から送付される書類に基づき報告するものとし、公表につい

ては、事業者からの報告があり、支障が無ければ随時公表を行っていく。 

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/houkoku/19/


別紙

●訪問介護 ●夜間対応型訪問介護

●訪問入浴介護

●訪問看護

●定期巡回・随時対応型訪問介護看護

●訪問リハビリテーション

●通所介護 ●療養通所介護

●地域密着型通所介護 ●認知症対応型通所介護

●通所リハビリテーション ●療養通所介護

●介護老人保健施設 ●短期入所療養介護（介護老人保健施設）

●介護療養型医療施設 ●短期入所療養介護（介護療養型医療施設）

●介護医療院 ●短期入所療養介護（介護医療院）

●短期入所生活介護

●介護老人福祉施設

●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

●小規模多機能型居宅介護

●複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護）

●特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）

●特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム（外部サービス利用型））

●地域密着型特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）

●特定施設入居者生活介護（軽費老人ホーム）

●特定施設入居者生活介護（軽費老人ホーム（外部サービス利用型））

●地域密着型特定施設入居者生活介護（軽費老人ホーム）

●特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム（サービス付き高齢者向け住宅））

●特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム（サービス付き高齢者向け住宅（外部サービス利用型）））

●地域密着型特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム（サービス付き高齢者向け住宅））

●認知症対応型共同生活介護

●福祉用具貸与 ●特定福祉用具販売

●居宅介護支援

公表対象サービス

＊介護予防サービスについては介護サービスと一体的に公表

令和　６年度「介護サービス情報の公表」対象サービス


